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64
長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する
条例の一部を改正する条例

総務課
特別職の国家公務員の期末手当に係る改定に準じて、町議会
議員の期末手当の支給割合を改めるもの。

65
町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

総務課
特別職の国家公務員の期末手当に係る改定に準じて、町長及
び副町長の期末手当の支給割合を改めるもの。

66
長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに
勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

総務課
特別職の国家公務員の期末手当に係る改定に準じて、教育長
の期末手当の支給割合を改めるもの。

67
長与町職員の給与に関する条例の一部を改正する条
例

総務課
人事院勧告の内容に準じて、町職員の期末手当及び勤勉手当
における支給割合、給料月額、各種手当の支給要件等を改め
るもの。

68
長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正する条例

総務課
人事院勧告の内容に準じて、会計年度任用職員の報酬基準月
額を改めるもの。

69 令和６年度長与町一般会計補正予算（第６号） 財政課
既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ１億６，７０６万３
千円を減額し、補正後の予算総額を１６６億９，５７２万９
千円とするもの。
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70
令和６年度長与町国民健康保険特別会計補正予算
（第２号）

健康保険課
既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ１７８万７千円を追加
し、補正後の予算総額を４５億２，２８５万６千円とするも
の。

71
令和６年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算
（第２号）

健康保険課
既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ１２万７千円を追加
し、補正後の予算総額を７億３，４２８万３千円とするも
の。

72
令和６年度長与町介護保険特別会計補正予算（第３
号）

介護保険課
既定の保険事業勘定の予算総額に、歳入歳出それぞれ１７２
万２千円を追加し、補正後の予算総額を３３億９，３７２万
１千円とするもの。

73 令和６年度長与町水道事業会計補正予算（第１号） 上下水道課

既定の予算の水道事業費用を３１４万７千円増額し、補正後
の予算の水道事業費用総額を７億６，９４０万９千円とする
もの。
また、議会の議決を経なければ流用することのできない経費
を３１４万７千円増額し、補正後の金額を１億９４８万円と
するもの。


